
津野町×訓子府町

津野町と姉妹町である北海道訓子府町の特産品を
使って、新たな商品を開発しませんか。

申込受付　令和４年７月１日～８月３１日

対象事業

▶北海道訓子府町で生産された農畜産資源および加工された製品を使用した
　取り組みであること。
▶開発する新商品が飲食物で且つ個包装された加工品であること。　

交付条件

▶令和４年度中に新商品を開発し、開発後は町内で販売ができること。
▶新商品は３年間は製造し販売すること。　　など

対象事業者

▶津野町内に住所を有しており、事業所、生産施設等が町内にあるもの。

対象経費

▶訓子府町から仕入れる原材料費で新商品開発に必要な物
▶訓子府町から新商品開発に必要な原材料費を仕入れる際の送料

補助金額

▶上限額：１件につき２０万円以内（補助率４分の３以内）

申請先・お問い合わせ 津野町役場産業課（担当：片岡）　☎0889-55-2021

訓子府町の特産品についてご紹介させていただくことも可
能です。補助金の詳細も含め、お気軽にご相談ください。

KOCHI

HOKKAIDO

津野町・訓子府町連携商品開発事業費補助金


